
東海市制限付一般競争入札実施要領 

（趣旨） 

第１条 この要領は、東海市、東海市水道事業及び東海市下水道事業（以下

「市」という。）が発注する建設工事に係る入札手続のより一層の透明性、競

争性を確保するため、公開による事後審査型の制限付一般競争入札（以下「一

般競争入札」という。）について必要な事項を定める。  

（対象工事） 

第２条 一般競争入札の対象となる建設工事（以下「対象工事」という。）は、

設計金額が１億５千万円以上のものとする。ただし、やむを得ない理由がある

ものについては、この限りでない。 

２ 次のいずれかに該当する工事については、前項のただし書きの規定により、

指名競争入札等により実施することができるものとする。 

 建設業法（昭和２４年（１９４９年）法律第１００号）第２条に規定する

建設工事のうち、土木一式工事、建築一式工事、電気工事、管工事及び解体

工事を除く建設工事 

 施工条件等の技術的特性を必要とする工事 

 不成立その他の事由により一般競争入札の実施が困難と判断される工事 

 その他特別の事由により市長が認めた工事 

３ 次に掲げる工事については、第１項のただし書きの規定により、一般競争入

札により実施することができるものとする。 

   東海市総合評価落札方式競争入札試行要領第２条に規定する対象工事 

   その他特別の事由により市長が認めた工事 

 （入札参加資格） 

第３条 一般競争入札に参加することができる者は、次の各号に定める要件にす

べて該当する者でなければならない。この場合において当該要件に該当するか

否かの判定は、当該入札の公告日現在による。ただし、公告日以後落札決定ま

での間にいずれかの資格要件を満たさなくなったときは入札参加資格を有して

いない者とみなす。 

  建設業法第３条の規定により許可を受けた建設業者で、市の入札参加資格

者として登録された者であること。 



  地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しない者であること。 

  一定の資格を持つ技術者を専任で配置できること。 

  東海市建設工事等請負業者指名停止取扱内規の規定に基づく指名停止若し

くはこれに準ずる措置を受けていないこと。 

  東海市が行う調達契約からの暴力団排除に関する事務取扱要領に基づく排

除措置を受けていないこと。 

  会社更生法（平成１４年（２００２年）法律第１５４号）第１７条の規定

による更生手続開始の申立て又は民事再生法（平成１１年（１９９９年）法

律第２２５号）第２１条の規定による再生手続開始の申立てがなされていな

い者であること。ただし、会社更生法に基づく更生手続開始の決定又は民事

再生法に基づく再生手続開始の決定を受けた者は、当該申立てがなされなか

った者とみなす。 

 その他、特に必要と認める事項 

２ 前項に定める要件のほか、対象工事の業種の経営事項審査の総合評定値、所

在地及び施工実績については、次のとおりとする。 

  前条に規定する建設工事のうち設計金額が３億円以上の工事については、

対象工事ごとに市長がその都度定めるものとする。 

  前条に規定する建設工事のうち設計金額が３億円未満の工事については、

別表の基準のとおりとする。ただし、市長が特に定めた場合はこの限りでは

ない。 

３ 入札参加資格者を特定建設工事共同企業体（以下「共同企業体」という。）

とする場合は、東海市共同企業体取扱要領に基づき結成させるものとし、前

各項の規定は、共同企業体の構成員となることができる者の要件に準用する

ものとする。 

 （入札参加資格等の公告） 

第４条 前条に規定する入札参加資格その他入札に関する事項は、東海市公告式

条例（昭和４４年（１９６９年）東海市条例第３号）に定めるところにより公

告する。 

２ 入札公告の写しを東海市ホームページ及びあいち電子調達共同システム（Ｃ

ＡＬＳ／ＥＣ。以下「電子調達システム」という。）の入札情報サービスに掲



載するとともに、総務部検査管財課で閲覧に供するものとする。 

 （入札参加申込） 

第５条 一般競争入札に参加しようとする者は、制限付一般競争入札参加申込書

（様式第１）を公告において指定する期日までに提出しなければならない。 

２ 共同企業体にあっては、前項の関係書類のほか、次に掲げる書類を提出しな

ければならない。 

  特定建設工事共同企業体協定書 

  委任状 

（工事費内訳書の提出） 

第６条 入札参加者は、工事費内訳書を作成し、公告において指定する期日まで

に提出しなければならない。 

（落札候補者の決定） 

第７条 入札においては、予定価格の制限範囲内で最低の価格で入札した者（総

合評価落札方式においては評価値の最も高い者）を落札候補者とし、入札参

加資格の審査が終了するまで落札を保留とする。 

２ 失格判断基準を設けた場合は、低入札価格調査基準価格を下回り、かつ失格

判断基準に該当した入札を失格とする。 

３ 第１項に規定する落札候補者となる者が２以上あるときは、くじにより落札

候補者を決定する。また、次順位者以降の同価格で入札した者の審査順位を定

める必要がある場合は、落札候補者と同様にくじにより順位を定める。 

（参加資格の審査） 

第８条 市長は、第３条に規定する内容が確認できる資料その他市長が指示する

資料により、入札参加資格の審査をするものとする。この場合、指示された順

位までの落札候補者は、事後審査申請書（様式第２）、制限付一般競争入札参 

加資格確認資料（様式第３）に資料を添付して公告において指定する期日まで 

に提出しなければならない。 

２ 市長は、落札候補者が入札参加資格を有していないと認めた場合は、落札候

補者の行った入札を無効とする。この場合においては、次順位者を新たな落札

候補者とし、入札参加資格を満たす者が確認できるまで審査を行うものとす

る。 



（落札者の決定等） 

第９条 市長は、前条の規定による審査の結果、入札参加資格を満たすことが確

認された落札候補者を落札者として決定し、落札候補者に落札者決定通知書

（様式第４）又は電子調達システムの利用により通知するものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、低入札価格調査基準価格を設けた場合において、

予定価格の制限範囲内で最低の価格で入札した者が、低入札価格調査基準価格

を下回る価格で入札したときは、入札参加資格を有していると認めた者につい

て、東海市契約審査会に諮り落札者として決定するものとする。 

３ 落札候補者が入札参加資格を有していないと認めた場合、市長は、当該落札

候補者に対して入札参加資格不適格通知書（様式第５）により通知するものとす

る。 

（入札参加資格を有しない者への理由の説明） 

第１０条 前条第３項の規定により入札参加資格がない旨の通知をされた者は、

当該通知を受け取った日から起算して７日（東海市の休日を定める条例（平成

元年東海市条例第５０号）第１条第１項各号に規定する市の休日（以下「休日」

という。）を除く。）以内に書面により説明を求めることができる。 

２ 前項の説明を求められたときには、当該書面を受け取った日から起算して５

日（休日を除く。）以内に書面により回答するものとする。 

（委任） 

第１１条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

   附 則 

 この要領は、平成２２年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要領は、平成２３年４月１日から施行する。 

   附 則 

１ この要領は、平成２４年４月１日から施行する。 

２ 改正後の東海市制限付一般競争入札実施要領の規定は、この要領の施行の日

以後に公告する制限付一般競争入札から適用し、同日前に公告した制限付一般

競争入札については、なお従前の例による。 

   附 則 



１ この要領は、平成２９年４月１日から施行する。 

２ 改正後の東海市制限付一般競争入札実施要領の規定は、この要領の施行の日

以後に公告する制限付一般競争入札から適用し、同日前に公告した制限付一般

競争入札については、なお従前の例による。 

附 則 

 この要領は、平成２９年６月１５日から施行する。 

附 則 

 この要領は、平成３１年４月１日から施行する。 

   附 則 

この要領は、令和２年４月１日から施行する。 

   附 則 

この要領は、令和３年４月１日から施行する。 

   附 則 

この要領は、令和６年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表（第３条関係） 

１土木一式工事 

 設計金額５千万円以上

１億５千万円未満の建

設工事（総合評価落札

方式対象工事） 

設計金額１億５千万

円以上３億円未満の

建設工事 

設計金額３億円以

上の建設工事 

総合評定値 
市内７００以上 

市外９００以上 

市内９００以上 

市外１１００以上 
工事毎に設定 

所 在 地 市内又は郡内 市内又は郡内 工事毎に設定 

営業年数 ３年以上 ３年以上 工事毎に設定 

公共実績 要 要 工事毎に設定 

そ の 他 特定建設業 特定建設業 工事毎に設定 

 

２建築一式工事 

 設計金額５千万円以上

１億５千万円未満の建

設工事（総合評価落札

方式対象工事） 

設計金額１億５千万

円以上３億円未満の

建設工事 

設計金額３億円以

上の建設工事 

総合評定値 
市内６００以上 

市外７００以上 

市内７００以上 

市 外 １ ２ ０ ０ 以 上

（ただし、郡内１０

００以上） 

工事毎に設定 

所 在 地 郡内又は県内 郡内又は県内 工事毎に設定 

営業年数 ３年以上 ３年以上 工事毎に設定 

公共実績 要 要 工事毎に設定 

そ の 他 工事毎に設定 特定建設業 工事毎に設定 

 

３電気工事、管工事、解体工事 

 設計金額５千万円以上

１億５千万円未満の建

設工事（総合評価落札

方式対象工事） 

設計金額１億５千万

円以上３億円未満の

建設工事 

設計金額３億円以

上の建設工事 

総合評定値 
市内６００以上 

市外７００以上 

市内７００以上 

市外１０００以上 
工事毎に設定 



所 在 地 郡内又は県内 郡内又は県内 工事毎に設定 

営業年数 ３年以上 ３年以上 工事毎に設定 

公共実績 要 要 工事毎に設定 

そ の 他 工事毎に設定 特定建設業 工事毎に設定 

 

備考１「市内」とは、公告日時点に東海市内に契約営業所が所在すること、「郡

内」とは、知多建設事務所管内に契約営業所が所在すること、「県内」と

は、愛知県内に契約営業所が所在することをいう。 

  ２「総合評定値」は、経営事項審査の総合評定値（Ｐ）をいう。 

  ３「公共実績」とは、国又は地方公共団体等が発注した同種工事の元請とし

ての施工実績をいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第１（第５条関係） 

  年  月  日 

制限付一般競争入札参加申込書 

 

 （宛先）東海市長 

 

                 住 所       

                 商号又は名称 

                 代 表 者                   

 

 下記工事の制限付一般競争入札に参加したいので、申し込みます。 

なお、地方自治法施行令第１６７条の４に該当しない者であること及び記載事項

が事実と相違ないことを誓約します。 

 

記 

１ 公告年月日 

      年  月  日 

２ 工 事 名      

   

３ 路線等の名称 

   

４ 工 事 場 所      

   

５ 連 絡 先      

  担当者所属・氏名 

  電話番号 

  



様式第２（第８条関係） 

  年  月  日 

事後審査申請書 

 

 （宛先）東海市長 

 

                 住 所       

                 商号又は名称 

                 代 表 者                   

 

 下記工事の事後審査に必要な書類を提出します。  

なお、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当する

者でないこと及び添付書類の内容について事実と相違ないことを誓約します。 

 

記 

１ 公告年月日 

      年  月  日 

２ 工 事 名      

   

３ 路線等の名称 

   

４ 工 事 場 所      

   

５ 連 絡 先      

  担当者所属・氏名 

  電話番号 

  



様式第３（第８条関係） 

制限付一般競争入札参加資格確認資料 

 会社の施工実績工事 注３ 

工事名  発注機関名  

最終契約金額  施工場所  

工   期  受注形態等  

工事概要  

 

 

 
【記載要領及び注意事項】 

注１）最新の経営事項審査結果通知書の値を記入。当該結果通知書の写しを添付すること。 

注２）生年月日欄には元号を含め記入。法令による資格・免許等について、監理技術者証（両面印刷すること）ま

たは主任技術者の要件を満たす格証の写し（主任技術者の資格が経歴の場合は経歴書（様式任意、会社の記

名を要す。））を添付すること。 

注３）元請工事の施工実績は１件のみ記載すること。 

受注形態等欄には、単体／共同企業体（出資比率）を記入。工事概要欄には、工種、工法、規模等を記入。 

一般財団法人日本建設情報総合センターの工事実績情報サービス（コリンズ）しゅん工時登録データの写

し（コリンズ未登録工事又は当該登録データの写しで判別しがたいと判断されるときは、契約書及び工事概

要等を確認できるものと工事施工実績の規模、構造形式等の内容を確認できる設計図書等の写しを添付する

こと。なお、添付書類には、それぞれ項目が分かるようインデックス等を貼り付け、該当個所をマーキング

すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会社名 建設業許可番号 総合評定値（P）注１ 経営状況分析評点（Y）注１ 

    

 配置予定の技術者氏名等  注２ 

 技術者氏名  生年月日   

法令による資 

格・免許等  

 

（記入例） 

・一級(二級)土木施工管理技士 00年 00月取得（登録番号：000） 

・○○工事業に係る監理技術者資格者証 00年 00月当初交付 

（現在の交付番号：00000） 

・実務経験  ○年以上（実務経験による資格の場合に記入） 



様式第４（第９条関係） 

    第   号  

年（    年）  月  日  

  

 商号又は名称  様 

 

東海市長              

  

落札者の決定について（通知） 

年（    年）  月  日に入札を行った下記工事については、審

査の結果、貴社（○○○○株式会社）を落札者と決定しました。 

記 

１ 工事名 

 

２ 路線等の名称 

 

３ 工事場所 

 

４ 落札価格  金○，○○○，○○○円 

       （入札書記載金額 金○，○○○，○○○円） 

５ 連 絡 先 

  担当者所属・氏名 

  電話番号 

  

 



様式第５（第９条関係）   

    第   号  

年（    年）  月  日  

  

 商号又は名称  様 

 

東海市長              

  

入札参加資格不適格通知書 

年（    年）  月  日に入札を行った下記工事については、審

査の結果、貴社は入札参加資格を満たしていないことが確認されましたので、失格

とします。 

記 

１ 工事名 

 

２ 路線等の名称 

 

３ 工事場所 

 

４ 入札参加資格がないとした理由 

 

５ その他 

  ４の理由について説明を求めることができます。 

  この説明を求める場合には、〇〇○○年（〇〇〇〇年）○○月○○日まで

に○○部○○○課へその旨を記載した書類を持参により提出してください。  

  

 


